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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公開番号】特開2020-44378(P2020-44378A)
【公開日】令和2年3月26日(2020.3.26)
【年通号数】公開・登録公報2020-012
【出願番号】特願2019-226081(P2019-226081)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３３３Ｚ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２６Ｚ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３３２Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月10日(2020.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる確率に関する設定値を記憶する設定値記憶手
段と、
　所定条件の成立に基づいて、所定値を計測する計測手段と、
　前記所定値に基づいて、所定情報を算出する算出手段と、
　遊技機の前側に配置され、遊技に関する情報を表示する第１表示手段と、
　遊技機の後側に配置され、前記所定情報及び前記設定値を表示可能な第２表示手段と、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とを、所定周期で更新される共通の指定情報に基
づいて表示対象を特定し、表示制御を行う表示制御手段と、
　前記設定値を設定可能な設定処理を実行するか否かを判定可能な第１判定手段と、
　前記設定値が異常値であるか否かを判定可能な第２判定手段と、
　前記第２判定手段にて、前記設定値が異常値であると判定された場合、所定のループ処
理を実行するループ処理実行手段と、
　遊技に関する情報を記憶する記憶領域をクリアするための記憶領域クリアボタンが操作
されているか否かを判定する第３判定手段と、
　前記第３判定手段にて、前記記憶領域クリアボタンが操作されていると判定された場合
、前記記憶領域をクリアする記憶領域クリア手段と、を備え、
　電源投入後、前記第１判定手段により前記設定処理を実行しないと判定された場合、前
記第２判定手段及び前記第３判定手段による判定を行うようにした遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、雀球遊技機、スロットなどの遊技機に関し
、より詳しくは、遊技者及び遊技場（ホール）側が不利益となる事態を防止することがで
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きる遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、上記の遊技機では、遊技者及び遊技場（ホール）側が不利益を被る可能
性があるという問題があった。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで本発明は、上記問題に鑑み、遊技者及び遊技場（ホール）側が不利益となる事態
を防止することができる遊技機を提供することを目的としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項１の発明に係る遊技機によれば、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる確率
に関する設定値を記憶する設定値記憶手段（例えば、図７に示す主制御ＲＡＭ６００ｃ）
と、
　所定条件の成立に基づいて、所定値を計測する計測手段（例えば、図１１に示すステッ
プＳ５２）と、
　前記所定値に基づいて、所定情報を算出する算出手段（例えば、図１１に示すステップ
Ｓ５３）と、
　遊技機（例えば、図１に示すパチンコ遊技機１）の前側に配置され、遊技に関する情報
を表示する第１表示手段（例えば、図５に示す特別図柄表示装置５０）と、
　遊技機（例えば、図１に示すパチンコ遊技機１）の後側に配置され、前記所定情報及び
前記設定値を表示可能な第２表示手段（例えば、図８に示す計測表示装置６１０、段落［
００３８］、段落［０２４５］）と、
　前記第１表示手段（例えば、図５に示す特別図柄表示装置５０）と前記第２表示手段（
例えば、図８に示す計測表示装置６１０）とを、所定周期で更新される共通の指定情報（
コモンカウンタ）に基づいて表示対象を特定し、表示制御を行う表示制御手段（例えば、
図７に示す主制御ＣＰＵ６００ａ）と、
　前記設定値を設定可能な設定処理を実行するか否かを判定可能な第１判定手段（例えば
、図１０に示すステップＳ１２，Ｓ１３）と、
　前記設定値が異常値であるか否かを判定可能な第２判定手段（例えば、図１０に示すス
テップＳ３４，Ｓ３６）と、
　前記第２判定手段（例えば、図１０に示すステップＳ３４，Ｓ３６）にて、前記設定値
が異常値であると判定された場合、所定のループ処理を実行するループ処理実行手段（例
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えば、図１０に示すステップＳ３５）と、
　遊技に関する情報を記憶する記憶領域（例えば、図７に示す主制御ＲＡＭ６００ｃ）を
クリアするための記憶領域クリアボタン（例えば、図７に示すＲＡＭクリアスイッチ６３
０）が操作されているか否かを判定する第３判定手段（例えば、図１０に示すステップＳ
３７）と、
　前記第３判定手段（例えば、図１０に示すステップＳ３７）にて、前記記憶領域クリア
ボタン（例えば、図７に示すＲＡＭクリアスイッチ６３０）が操作されていると判定され
た場合、前記記憶領域（例えば、図７に示す主制御ＲＡＭ６００ｃ）をクリアする記憶領
域クリア手段（例えば、図１０に示すステップＳ３９）と、を備え、
　電源投入後、前記第１判定手段（例えば、図１０に示すステップＳ１２，Ｓ１３）によ
り前記設定処理を実行しないと判定された場合、前記第２判定手段（例えば、図１０に示
すステップＳ３４，Ｓ３６）及び前記第３判定手段（例えば、図１０に示すステップＳ３
７）による判定を行うようにしたことを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、遊技者及び遊技場（ホール）側が不利益となる事態を防止することが
できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２９９】
１　　　　　　　　　　　パチンコ遊技機（遊技機）
４１　　　　　　　　　　液晶表示装置
４４　　　　　　　　　　特別図柄１始動口
４４ａ　　　　　　　　　特別図柄１始動口スイッチ
４５　　　　　　　　　　特別図柄２始動口
４５ａ　　　　　　　　　特別図柄２始動口スイッチ
４６　　　　　　　　　　入賞装置
４６ｃ　　　　　　　　　大入賞口スイッチ
４８　　　　　　　　　　一般入賞口
４８ａ　　　　　　　　　右上一般入賞口
４８ａ１　　　　　　　　右上一般入賞口スイッチ
４８ｂ　　　　　　　　　左上一般入賞口
４８ｂ１　　　　　　　　左上一般入賞口スイッチ
４８ｃ　　　　　　　　　左中一般入賞口
４８ｃ１　　　　　　　　左中一般入賞口スイッチ
４８ｄ　　　　　　　　　左下一般入賞口
４８ｄ１　　　　　　　　左下一般入賞口スイッチ
４９ａ　　　　　　　　　アウト口スイッチ
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５０　　　　　　　　　　特別図柄表示装置（第１表示手段）
６０　　　　　　　　　　主制御基板
６００　　　　　　　　　ワンチップマイクロコンピュータ
６００ａ　　　　　　　　主制御ＣＰＵ（表示制御手段）
６００ｂ　　　　　　　　主制御ＲＯＭ
６００ｃ　　　　　　　　主制御ＲＡＭ（設定値記憶手段、記憶領域）
６１０　　　　　　　　　計測表示装置（第２表示手段）
６２０　　　　　　　　　設定表示装置
６３０　　　　　　　　　ＲＡＭクリアスイッチ（記憶領域クリアボタン）
６５０　　　　　　　　　設定変更スイッチ
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